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残暑厳しい中でこの原稿を書いているのだが、
蒸し暑さを和らげるためにも、この雑感が読まれ
るであろう９月末の頃を思い浮かべてみたい。そ
の頃は本格的な秋の気候へ変わり始め、朝夕の冷
え込みが徐々に厳しくなっていることだろう。そ
んな冷気に触れて身震いすると、同じように身震
いするほどのある緊張感が思い出される。
私は学生時代、陸上競技部に所属しており長距

離を専門種目としていた。大学で長距離と言えば
多くの人が箱根駅伝を思い浮かべるだろう。箱根
駅伝は関東の学生陸上競技の長距離競技における
最大のイベントであるにとどまらず、正月の風物
詩の一つとも言えるほどに注目を集めるものとな
っている。私は箱根駅伝には出場できなかったが、
その予選会には母校のチームの一員として出場し
ていた。
箱根駅伝予選会は、毎年１０月下旬に立川－昭和

記念公園で開催され、前年の箱根駅伝で１０位以内
に入り翌年の出場権を獲得した大学を除いた、箱
根駅伝への出場を目指す大学が参加する。箱根駅
伝への注目度の高まりとともに、その出場権を争
う予選会のレベルも上昇し、厳しさを増している。
その中で、在学中に母校の予選会での歴代最高順
位を記録することができたのだが、その順位は２６
位。当時で６位、現在は９位までの箱根駅伝本大
会への出場権獲得は望むべくもなかったことは予
めことわっておく。
前置きが長くなってしまったが、冒頭の冷気に

身震いする頃は、箱根駅伝予選会まで１ヶ月を切
って練習は最終調整に入り、残る日々の少なさに
緊張が高まり始める頃でもある。我が母校のよう
な弱小チームでも、予選会はその順位で関東の中
での位置がわかる、いわば関東大会として年間で
最も重視しており、他の大会にはない緊張感を持
って臨んでいた。
下級生の時は先輩の真剣な面持ちに自らの果た

さなければならない責任を実感し、上級生になれ
ば、押し潰されそうな重圧のなかにも後輩を励ま
し叱咤する側に回る。またどの立場にあっても、
１年間を費やした練習の成果としての順位が、予
選会のレースを走る僅か１時間あまりの間に全て
決まってしまう事の恐ろしさは変わらなかった。
その心情を言葉にするのは難しいが、涙が出そう
なほどの切迫感、いても立ってもいられないよう
な焦燥感、それでいて何か沸き立つような高揚感
などが入り交じった感じとでも言えばよいだろう
か。そんな何とも言えない心持ちのなかで予選会
の日が近づいていくのである。
その舞台から遠ざかって今年で８年になるが、

これまでも毎年のように中秋の冷気から往時の緊
張感を思い出してきた。今年も身震いとともにそ
れを思い出し、秋深まる頃には昭和記念公園へ後
輩達の応援に行くことになるのだろう。
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「せんきょう」購読者の皆様は、DVD「日本の海
運」をすでにご覧になれたことと思います。（→まだ
の方は大至急ご連絡下さいませ。）去年（平成１９年）
３月にできあがり、いろいろな場で広報、配布につ
とめた結果、最初に用意した１万本があっという間
になくなり、現在まで増刷に増刷をかさねるほどの
大人気ぶり。すでに８万本突破とのこと。
先日も、こんなことがありました。
某新聞に外航海運についての紹介記事が掲載され

るというので、そこに“DVDプレゼント”を載せて
もらったところ大盛況。翌日から大量のメールと葉
書で山がモリモリ出来上がってしまいました。海運
（船）関係に感心をもたれた方がこんなにもいらし
たのかと、ちょっとびっくりしました。（無料プレゼ
ントというのがミソだったのかも…）
ところで、海運ニュースでもちょっとふれており

ますが、現在、内航、外航ともに優秀な船員（海技
士）の確保・育成が急務となっております。このDVD
がきっかけをつくり少しでも役にたつように！と願
いつつ、送付宛名書きのお手伝いに精を出す日々が
続いております。 （YH）
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２００９年の「海フェスタ」は、開港１５０周年に合わ

せ横浜で開催される。日本内航海運組合総連合会

会長として、中田横浜市長よりその実行委員を仰

せつかった。会場は横浜港周辺、７月２０日（海の

日）を中心に開催される一大イベントである。一

般的に知られていない内航海運をPRできる絶好

の機会であり、内航海運が広く国民に理解される

よう業界挙げて取り組んで行きたいと思っている。

内航海運は産業の大動脈として、外航海運、国

内陸運と共に、国民生活に不可欠な輸送手段であ

る。内航海運による国内貨物輸送量は全体の約４

割を担い、素材産業関連の貨物（石油、鉄鋼、セ

メント等）では、トンキロベースで約８割を担っ

ている。CO２排出量は運輸部門の約５％、二酸化

炭素排出量はトラックに比べ約４分の１、省エネ

基準（１トンの貨物を１�運ぶエネルギー）でも

約４分の１と環境保護の面でも優れた輸送機関で

ある。四面を海に囲まれたわが国ほど、内航海運

が果たす役割が大きな国はない。

しかし、その実情は、長い間にわたる運賃�用

船料の下落により、事業者数はこの１０年間で３分

の２まで減少し、船員数も３０年前の約７万人から

現在は２万人を割り、その約４０％が５５才以上と高

齢化も進んでいる。団塊世代の大量退職時代を迎

え、確実に船員不足となることが予想される。一

方、内航船の約６割が耐用年数を超えた船令１４年

以上の老朽船である。合理化ももはや限界に来て

おり、進行する船員の高齢化と船舶の老朽化は、

安全・安定輸送にとって最大の不安要因となって

いる。これに船舶燃料油の高騰が加わってさらに

経営を圧迫しており、このままだと最悪、輸送に

支障を来たす事態も想定される。

前門の虎、後門の狼という言葉があるが、現在、

我々業界は前面には、荷主から低運賃を要求され、

後方では造船所から高船価を迫られ、さらに高騰

する燃料費負担が押し寄せている。また、門の中

には、船員の高齢化と船舶の老朽化という課題を

抱え、まさに危機的状況にある。今こそ、抜本的

な対策を荷主、国交省、業界が歩調を合わせ協働

して検討していかなければならない。このために

も、内航海運が日本の産業や国民生活に果たして

いる役割や地球環境問題に貢献しうる輸送モード

であることなど、一般社会、経済界にしっかりと

伝えていくことが必要である。「海フェスタ」を業

界の百年の大計を産み出すための第一歩とする、

またとないイベントとなるよう力を注いでいきた

い。

「海フェスタ」
日 本 船 主 協 会 副 会 長
上野トランステック株式会社代表取締役会長兼CEO
（日本内航海運組合総連合会会長）上野 孝

巻 頭 言
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１

内外情報

今後の内航船員確保策の一つとして期待
―海上運送法の一部改正による内航海運業の船員確保策について―

国内貨物輸送の約４割、主要産業基礎物資の約

８割を担う内航海運や年間１億人が利用する国内

旅客船では、その人的基盤である内航船員は不可

欠だが、高齢化が著しく（４５歳以上が６４％）、交通

政策審議会による内航船員の将来見通し試算では、

５年後に約１，９００人、１０年後には約４，５００人程度の

船員不足が生じる可能性があるとされている。

また、平成１９年に成立した海洋基本法において

も第２０条『海上輸送の確保』が掲げられ、安定的

な海上輸送の確保が国家的課題になるとしている。

このような問題を背景に、「海上運送法及び船員

法の一部を改正する法律」（以下、改正海上運送法）

が平成２０年５月３０日に成立、７月１７日に施行され、

安定的な国内輸送の確保を図るための施策の一つ

として、内航海運事業者を中心とした船員の確保

育成のための『船員計画雇用促進等事業』による

助成策などが措置された。なお、同改正法におい

て、同時に外航海運についても、安定的な国際海

上輸送の確保を図る措置として課税の特例「トン

数標準税制」の適用が盛り込まれた。

「改正海上運送法」は、交通政策審議会海事分科

会ヒューマンインフラ部会の最終答申を踏まえた

もので、将来の後継者不足等に対応し、船員の確

保・育成対策を強化するため、国土交通大臣が策

定した「日本船舶及び船員の確保に関する基本方

針（以下、「基本方針」）【「基本方針」は本誌２００８年

８月号Ｐ．３参照】に基づき、船員の採用および訓

練を計画的に実施することにより、船員の確保・

育成等を積極的に図る事業に対し、「日本船舶・船

員確保計画」の認定事業者として、『船員計画雇用

促進等事業』による支援措置等を講ずることを定

めたものである。

『船員計画雇用促進等事業』の具体的内容は、�
共同型船員確保育成事業（内航海運業界のグルー

プ化を通じた船員の計画的な確保・育成の促進）、

�新規船員資格取得促進事業（船員志望者の裾野
拡大等を図るための資格取得の促進）、�船員計画
雇用促進事業（退職自衛官、女性船員等の新たな

船員供給源からの船員の確保・育成等の促進）に

取り組む海運事業者に対し助成が行われるものと

海運ニュース
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なっている。

（以下の３つの助成金について、同一年度内に同

一対象者に対して支給を受けられるのはいずれか

一つの助成金となる。対象者が異なれば、いずれ

の助成金の複数の受給が可能。）

� 共同型船員確保育成助成金

船員の確保・育成に係る計画の認定を受

けた中小海運事業者が、共同でグループ化

を通じて船員の計画的確保育成を行う場合

に、船舶管理会社等に対し、内定者及び試

行雇用者たる船員の教育訓練費用の一部を

助成。（【資料１】参照）

� 新規船員資格取得促進助成金

船員志望者の裾野拡大等を図るため、船

員の確保・育成に係る計画の認定を受けた

事業者を対象に、内定者及び試行雇用者の

資格取得のための講習費用の一部を助成。

（【資料２】参照）

� 船員計画雇用促進助成金

船員未経験者を計画的に採用及び訓練を

支援するため、船員の確保・育成に係る計

画の認定を受けた事業者が、船員を一定期

間試行的に雇用した場合に助成金を支給。

（【資料３】参照）

『船員計画雇用促進等事業』を実施する上での手

続きは、以下の流れとなる。

１．計画作成＊１

日本船舶・船員確保計画の申請書、記載要領の

入手

（国土交通省のホームページからダウンロードも

しくは最寄の地方運輸局等にて取得）

「日本船舶・船員確保計画」の作成

以下事項を記載

� 船員の採用・訓練に関する目標の設定

� 計画期間（３～５年）の設定

� 支援措置の内容（※支援措置によって、添

付書類等が異なる）

� 船員の採用計画

� 船員の訓練計画

� 資金の調達方法

（平成２０年度は特例として、１０月末日までに認定

申請を行った場合は各助成金の支給対象となる。）

２．国土交通省 各地方運輸局等に申請

３．国土交通省の審査【申請書の認定基準＊２への

適合性審査】

４．認定書の受領（国土交通大臣の認定）＝「日本

船舶・船員確保計画」の認定事業者

５．認定事業者として、日本船舶・船員確保計画

に基づき「船員の計画的確保育成実施書」を提

出後、承認通知書受領

―上記手続きは国土交通省―

―以下、助成金の申請、受給は（財）日本船員福

利雇用促進センター（SECOJ）―

６．海上運送法の認定を要件（認定事業者）とし

た『船員計画雇用促進等事業』の助成金を申請

する場合、助成金対象事業を実施したことを確

認する書類等を（財）日本船員福利雇用促進セン

ター（以下、SECOJ）に提出

７．船員計画雇用促進等事業による助成金受給

８．日本船舶・船員確保計画の実施状況を定期報

告

毎年度４月末日までに、計画期間の計画実施状

況を国土交通大臣に報告する義務
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【資料１】
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【資料２】
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【資料３】

6 ●せんきょう Sept 2008



２ ソマリア、アデン湾において海賊事件急増
―２００８年上半期の海賊事件発生状況―

国際商工会議所（International Chamber of Com-

merce＝ICC）の下部組織である国際海事局（Inter-

national Maritime Bureau＝IMB）より、２００８年上

半期に同海賊情報センター（クアラルンプール）

に連絡のあった海賊事件（未遂事件も含む）の報

告書が発行されました。

概要は以下のとおりですが、政府等関係機関に

対する防止対策強化の要請に資するため、関係各

社におかれましても、事件に巻き込まれた際には、

関係先への通報をお願いいたします。

［２００８年上半期 IMB海賊レポート概要］

全世界における２００８年上半期の海賊事件報告件

数は１１４件で、昨年同期１２６件と比べるとわずかに

減少した。また、乗客・乗員等の被害者人数は、

昨年同期と同じ２３８人であったが、被害内容を見る

＊１ 計画作成
国土交通大臣が作成する日本船舶及び船員の確保の意義
及び目標等をまとめた「基本方針」に基づき、船舶運航事
業者等が日本船舶の建造等の計画、船員確保・訓練の計画
を作成。
「基本方針」【本誌２００８年８月号Ｐ．３参照】の概要につい
ては、
� 目的として、安定的な海上輸送の確保を図るために必
要な日本船舶の確保、日本人船員の育成及び確保のその
他関連措置に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るため、海上運送法に基づき、国土交通大臣が基本方針
を定めることとしている。
� 要旨の具体的内容は、�日本船舶及び船員の意義及び
目標、�政府が実施すべき施策、�船舶運航事業者等が
講ずべき措置、�日本船舶・船員確保計画の認定、�そ
の他（関係者の協力、施策の評価の実施）についての基
本的な事項が挙げられている。
� 日本船舶及び船員の確保の目標は、５年後、１０年後に
船員不足が生じることのないよう内航船員の確保及び育
成を図る。
	 日本船舶・船員確保計画の認定
○認定申請者は、船舶運航事業者、船舶貸渡業者、船舶
管理会社等
○計画期間は、３～５年間
○認定基準は、

船員としての経験がない者等を計画的に採用及び訓
練すること等であること。

次のいずれかに該当すること。�グループ化の促進、
�船員の資格取得の促進、�新規供給源（退職自衛
官、女性等）からの採用促進等

＊２ 認定基準（日本船舶・船員確保計画の認定基準）の
概要
� 基本方針に適合するもの（法第３５条第３項第１号）
基本方針とは、日本船舶・船員確保計画の内容と実施
方法が規定されているもので、計画がこの基本方針適合
するものであるか否か審査することとしている。
○船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験が
ない者、船員教育機関を卒業した者以外の者のうち新

たに船員になろうとする者、女性であって船員（運航
要員に限る。）になろうとする者又は退職自衛官のいず
れかについて、採用及び訓練（退職自衛官等の船員経
験者を計画的に採用する場合であって、採用後にキャ
リアアップのための訓練を実施する必要がない場合を
除く。）を行う計画となっているか。
○グループ化を通じて、船員教育機関を卒業した者のう
ち船員としての経験がない者、船員教育機関を卒業し
た者以外の者のうち新たに船員になろうとする者のい
ずれかを計画的に採用し、かつ、採用後に訓練を計画
的に実施する計画となっているか。
○船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験が
ない者、船員教育機関を卒業した者以外の者のうち新
たに船員になろうとする者のいずれかを計画的に採用
し、これらの者が業務に従事する上で必要となる資格
の取得を計画的に実施する計画となっているか。
○新規供給源から船員を計画的に採用し、かつ、採用後
に事業内容に応じて必要な訓練（退職自衛官等の船員
経験者を計画的に採用する場合であって、採用後にキ
ャリアアップのための訓練を実施する必要がない場合
を除く。）を計画的に実施する計画となっているか。
○退職予定船員数や予備船員数の状況等を踏まえ、事業
を円滑に実施するため、船員教育機関を卒業した者の
うち船員としての経験がない者を計画的に採用し、か
つ採用後に上級資格の取得その他の訓練を計画的に実
施する計画となっているか。

� 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものである
こと（法３５条第３項第２号）
計画の目標達成に十分な実施体制が整っているか。
○所要資金の調達に十分な見通しがついているか等
� 計画期間が国土交通省令で定める期間であること（法
３５条第３項第３号）
○計画期間：３～５年であること。
	 船員職業安定法第５５条第１項に規定する船員派遣事業
の許可等を要する場合には、船員職業安定法が定める欠
格事由に該当せず、また、許可基準に適合すること。（法
３５条第３項第４号）

（企画部：松本）
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と、人質、殺害が増加しており、より凶悪化して

いると言える。

発生地域別に見ると、アフリカ地域は一昨年か

ら増加の一途をたどっており、地域全体の発生件

数は６４件と、昨年に続き最多発地域となった。特

にソマリアで２４件（ソマリア５件、アデン湾１９件）、

ナイジェリアで１８件と、アフリカ地域で起こる海

賊事件の約２�３がこの２ヶ所に集中している。
ソマリアの現状は、以前多発地帯であったソマ

リア東岸では、発生件数が昨年同期１７件から今期

は５件にまで減少した。しかしながら、これはソ

マリアの海賊が減少したわけではなく、ソマリア

東岸からより襲撃しやすいアデン湾へ場所を替え

ただけだと思われる。レポートによると、ソマリ

ア北岸にあたるアデン湾では今期１９件の発生とな

っており、昨年同期の７件から急増している。事

件はすべてバブ・エル・マンデブ海峡以南のアデ

ン湾での発生であり、同海峡以北の紅海では１件

も発生していない。アデン湾はソマリア北岸から

近く、積荷を満載した船舶が低速で航行すること

も多いことから、小型高速艇に乗った海賊が襲撃

し易い場所となっている。特に今期に入り被害件

数が増え、ソマリア東岸と同様、ハイジャック後

に人質というパターンの事件が多い。ここでの被

害者数は今期１５７名にのぼった。これは全被害者数

の約８３％を占めている。人的被害もさることなが

ら、この地域はタンカーを含めた危険物運搬船の

航行も多く、このような船舶への攻撃によって、

海洋汚染等の環境被害もまた十分に考えられる。

これらのことから、IMOをはじめ国際社会からソ

マリア海賊に対し懸念の声が上がり、２００８年６月

２日、国際連合安全保障理事会は、ソマリア領海

内で、外国の軍艦が海賊を逮捕し、追撃するため

の「必要なあらゆる手段（all necessary means）」

を行使する権限を許可する決議を採択した。但し、

期間は６ヶ月間となっている。

アフリカ地域でのもう１つの多発地域ナイジェ

リアでの発生件数は、今期１８件と昨年同期の１９件

とほぼ同数であった。依然として、ニジェール・

デルタ（産油地帯）やラゴスで錨泊中の船舶が狙

われ、船内の物品は強奪され、乗組員が人質とな

り身代金を要求されるケースがあとを絶たない。

一方東南アジア地域は２８件（インドネシア１３件、

マレーシア６件、フィリピン４件、マラッカ海峡、

シンガポール海峡各２件）で、昨年同期の３８件か

ら大幅に減り、６年連続の減少となった。同地域

が世界全体に占める割合も今期は約２５％と過去最

小となった。しかし、インドネシアは国別ワース

ト１の汚名を返上したとはいえ、今でも世界�３
の海賊事件多発国であり、周辺国が協力し、海（船

舶）と空（ヘリコプター）からのパトロールを継

続していくことは不可欠である。（［表１～４］参

照）

［主な事件の概要］

� ２００８年４月２１日０１：１０頃（世界時）、日本籍大

型原油タンカー“高山”がアデン湾の東（北緯

１３度、東経４９度７分）を航行中に海賊に攻撃さ

れた。高山はバラスト航海中であったが、海賊

から逃れるためスピードを上げた。海賊は５隻

の高速艇で執拗に同船を攻撃してきたが、約３０

分後、漸く去っていった。同船は RPG（ロケッ

トランチャー）による攻撃で船体に多少の損傷

が見受けられたが、幸い乗組員に怪我はなかっ

た。

� ２００８年５月２１日、インドネシア籍プロダクト

タンカー“Blue Ocean 7”がパーム油を積載しイ

ンドネシア・スラウェシからスラバヤへの航行

中、海賊の攻撃にあった。約１０人の武装海賊は、

同船をハイジャックし、乗組員１４名を人質にと

った。同船の船主がこの件をIMB Piracy Report-

ing Centre（PRC）に報告し、PRCが周辺国関係

機関に捜索を要請した。事件発生から約１ヵ月

後の６月１９日、マレーシアの海上警察がマレー

シア東部サンダカン港で係留されている同船を

確認した。しかし発見された時、船名は“Eka”

と変えられ、積荷もすでに降ろされた状態であ

った。人質となっていた乗組員１４名中８名は船

内で発見されたが、残り６名は未だに行方不明

となっており、今もマレーシア警察の捜査が続
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いている。

� ナイジェリア・アパパ港（ラゴス）で停泊中

のデンマーク籍コンテナ船“Claes Maersk”が、

４月１７日４：５５頃（現地時間）、１０人の海賊に襲

われた。海賊はペイントストアを破壊して船内

に侵入し、船用品を盗み出した。乗組員は警報

を鳴らし、身の安全を守るために、自分達の居

住区に鍵を掛け閉じこもった。暫くすると、別

の一団がバイクで同船に近づき、盗んだ船用品

を船から降ろしていった。当時、２名の警備員

が雇われていたが、事件の間、彼らは姿を消し、

海賊が去ってから再び戻ってきた。同船はこの

一件を当局に通報したが、当局は何の行動も起

こしてはくれなかった。

［表１］海賊発生件数推移

［表２］世界各地域の海賊発生件数の比較
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［表３］主要７か国・地域の海賊発生件数（過去３年同期比較）

［表４］乗組員の被害状況（過去３年同期比較）

（海務部：斎藤）
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経緯：欧州委員会から、欧州理事会、欧州議会、欧州経済社会評議会、地域委員会に宛てた標記の

コミュニケーションが、２００８年６月２６日に採択された。これは、EUの加盟各国に one ocean, one

policy の考えを導入することを奨励する目的からのものであり、統合アプローチのためのガイドラ

インの内容は、以下の通りである。

＊詳細はHPご参照ください＊
http :��www.deljpn.ec.europa.eu�home_jp.php（駐日欧州委員会代表部�日本語）
http :��www.deljpn.ec.europa.eu�data�current�EUstructure.pdf（EUの機構について）
http :��ec.europa.eu�maritimeaffairs�press�press_rel270608_en.html（欧州委員会�海事プレスリリース�英語）

�．序
海洋と海事は非常に複雑な世界で、かつ、多く

の活動、利害、政策によって影響されている。驚

くことでもないが、海事の多方面の課題について

扱っている専門家とそれらに取り組むための注力

は、国連から小さな沿岸域にまたがっているガバ

ナンスのいろんなレベルの数多くの公共または民

間の関係者の間にもその拡がりを持っている。

しかも、世界の海洋と海事は相互に連関をして

おり、そして、１つの海での活動あるいは海での

影響力を持つ１つの政策の範囲が、その他の海と

も政策の範囲で積極的であったり消極的であった

り、目的的であったりそうではなかったりする影

響力を持っていたりするだろう。更に、気候変動

に結びついた海運、エネルギー、ツーリズム、漁

業のような部門による海洋と海事のまさしく非常

に過剰な利用が、海洋環境におけるプレッシャー

に付け加わっている。この不可分の相互依存によ

り、包括的なアプローチが、海事の問題を扱う最

良の方法になる。海事問題のガバナンスにとって

の新しい分野横断的な統合アプローチに、欧州と

世界中の数々の政府が係わりを持ち続けている。

このアプローチは、２００７年１０月に欧州委員会に

よって提案が行われ、それ以来、欧州理事会と欧

州議会によって支持されている欧州連合にとって

の統合海事政策（ブルーペーパー）の核心となる

ものである。

また、エネルギー、気候変動、環境保護と保全、

研究とイノベーション、競争力と雇用の創出、国

際交易、輸送とロジスティクスを含む欧州が、実

際に今日直面をしている主要な各課題についての

海事の規模の存在を認識することにより、このア

プローチは駆使される。それ故に、各々のレベル

での統合アプローチは、シナジーあるいは非効率

についてのシステム的な確認を基に、分野横断的

な政策の立案と実行、ガバナンスとさまざまなレ

ベルの境界にとってのベースの手段となるもので

ある。このことは、共通の政策目標の達成につい

てのより効果的な手段を提供するだけでなく、共

有の分野横断的な手段と効果的でコスト効率的な

ソリューションにとっての共通の知識の共有化の

展開のために道を拓く。

更なる統合アプローチに向けて動くために、欧

州委員会では、２００５年に、海洋と海事に係わる問

題を取り扱う委員会総局（Directorates�General）に

参画をする海事の業務に関する各部門間のグルー

プと、併せて海事業務に係わる各コミッショナー

の運営グループを設けている。近年では更に、そ

各種調査・報告書欄

EUの統合海事政策アプローチのためのガイドライン
―統合的海事のガバナンスと利害関係者協議の場合のベストプラクティスに向けて―

海洋政策研究財団 主任研究員 今井 義久
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れは調整の集団をなす海事・漁業総局に改名・再

編成をし、異なった欧州の海の領域について担当

する３つの集団と海事業務の外部の問題を扱う１

つとが、現在では、海事業務の恒久的な内部調整

のために設けられている。

更に、統合アプローチが、各レベルの政府、全

ての関係者、研究と政策のアドバイス、利害関係

者の諸活動に対して浸透をしなくても、効果的な

政策を策定するための十分な可能性を確保するこ

とは難しいことだろう。このことは、いろんなレ

ベルの政府で取られる政策の策定者と行動の調整

との間の協力に依拠している。より緊密な統合に

向けた幾つかの動きが、EUの中でも取られ続けて

いる。それらの動きは、奨励と更なる展開、広範

な適用がなされるべきものである。統合海事政策

に関する行動計画を実施する場合のこれは拠り所

となっており、欧州委員会は、補足的機能限定原

則（subsidiary principle※）を十分に遵守して、勢

力の現存の分布に沿って、EU法の履行と EUを通

じた海事の統合アプローチの促進を図るであろう。

ブルーペーパーの第３．１節に基づき、欧州委員会

は、EU加盟国のガバナンスの枠組みの中で海に関

連する事項に対する統合的アプローチの採用に向

けて歩調を取ることを加盟国とその他の関係者に

奨励する目的を持った一連のガイドラインの提唱

を行っている。

※補足的機能限定原則：ECの活動事項を各国政府の主権的

議決の及ばない補足的活動のみに限定する概念。

�．統合海事政策の策定に向けた動向
欧州委員会では、海事の事項について更なる統合

政策の策定に向けた国際的な動きに沿って、２００５

－２００９年の期間の戦略目標の１つとして、“特別な

包括的海事政策の必要性（the particular need for

an all�embracing maritime policy）”の創設を定めて

いる。

１９８２年の国連海洋法の序文では、“海洋空間の諸

問題は密接に内部の連関が図られて、全体的に検

討が行われる必要がある”と述べている。２００２年

の持続可能な発展に関する世界サミットの実施に

ついてのヨハネスブルグ計画では、“海洋の持続可

能な発展を確保するには効果的な調和と協調が求

められる”と結論付けている。そして、共同の活動

を定め統合的な管理を促進するために、海洋と沿

岸域に係わる国連の諸活動、諸団体、諸機関のより

密接な調和を確保するための国連の海洋活動（UN

Oceans）が２００３年に設定されている。

いくつかの国々では、共通の横断的アプローチ

を図り、明確化と事前の目標設定を行い、海事の

事項のそれぞれの側面を含む海洋と海事の持続可

能な利用のための新しい政策の枠組みの構築につ

いても着手を始めている。

●米国では、諸政策についてのより密接な調

和に取り分け目を向けた海洋の活動計画の

実施のために、大統領府に海洋政策につい

ての委員会（Committee on Oceans Policy）

を設置している。

●豪州では、海洋政策の調和にとってのもっ

とも重要な責務は、環境と遺産のための省

（Minister for the Environment and Heritage）

がその役目を担っており、国家海洋局（Na-

tional Oceans Office）が海洋政策のイニシ

アティブの実施を果たすための調整を行っ

ている。

●カナダでは、海洋法とその戦略・行動計画

が、海洋関連の計画と政策のための枠組み

を提示している。それらは、漁業・海洋省に

よって主導されており、政府組織、NGOs、

市民を積極的に巻き込んでいる。

●日本では、２００７年の海洋基本法が、海事の

事項のための統合アプローチを提示する。

そして、内閣総理大臣の責務の下に総合海

洋政策本部を設置している。内閣官房長官

および新しく任命された海洋政策担当大臣

は、総合海洋政策副本部長としてあたる。

そして、海洋基本計画が採択されている。

●ノルウェーでは、２００７年１０月に、海洋戦略

（Maritime Strategy）が提示されている。当

該戦略は、運輸大臣（State Secretary for

Transport）による主導の国務各大臣のネッ

トワークを通じて調整が図られている。
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以上の全ての海事政策についての理念、目的、

形態は、非常に類似している。そして、以上の全

ての国々では、彼らの経済にとっての海洋をベー

スとした活動によってもたらされる主要な貢献に

ついて理解を持っている。そして、彼らの全てが、

これらの活動の強力な展開が海洋資源の持続可能

な開発と利用にとっての課題を導き出すことを認

識している。また、彼ら全てが、いろんな海洋資

源と活動の持続可能な発展を確実なものとし、包

括的な調和の取れたアプローチを受け入れる全般

的な政策を展開することを決定している。欧州連

合の統合海事政策のブルーペーパーに先立って用

意された影響評価（The Impact Assessment）は、

この経験を通じて幾つかの基礎となる教訓を導き

出しているが、例えば、調整においては概して集

中化の方を選択している。しかも、関係する誰も

がそのプロセスへの参画を確保するために、一層

の調整と包括的な思考に対して積極的な変化のき

っかけを与える人を求めている。また、科学なら

びにデータ資料が、戦略と将来を見通す意思決定

のための堅実な基礎を政策に反映するために、併

せて提供される必要がある。

財政面の制約は別にして、統合アプローチ実施

の場合のスローダウンに関して見出した主な問題

は、概ね、相当の統合的な思考を内に持っている

行政組織と利害関係者のために要する長い時間と

関係者との間での協力と調整の構造が欠如してい

ることであった。従って、政策と対話についての

明確なコミュニケーションが重要である。

多くの EU加盟国では、仏、独、ポルトガル、オ

ランダ、スロベニアのように、政策のための統合

アプローチに向けて動いている。そして、幾つか

の国では、ギリシャと最近ではスペインのように

海事の問題を特別の省に委ねるか、あるいは、英

国、スウェーデン（持続可能性と環境保護につい

て）、アイルランド（海洋科学戦略）のようにテー

マ戦略の形の包括的な思考を前向きに用いている。

正式の組織体の欠如にかかわらず、EUの諸団体

では、包括的に、EUにとっての海事政策のグリー

ンペーパーの協議のために彼らの対応を組織立て

ている。フィンランドの大統領職では、”Friends

of the Presidency”のグループの中にさまざまな理

事会組織にまたがる協議体を組織立てている。ま

た、ドイツの大統領職では、海事の全ての範囲を

カバーする高レベルの会議を組織し、ポルトガル

の大統領職は、もっとも広範な意味で海事の政策

を取り扱う初めての非公式の閣僚会議を開催して

いる。ポルトガルの大統領職の下では、統合海事

政策のための欧州委員会の提案は、総務・外交問

題の議会（General and External Affairs Council）で

も論議がされ、その横断的かつ全面的な付託事項

を提示している。

５つの委員会の間での協力の強化の後で、海事

政策のグリーンペーパーについての意見が欧州議

会で産み出されている。広範な分野別ではないが

マンデートを持っている持続可能な発展委員会に

Annex�Format for sharing information on integrated approaches via the Internet
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よって、地域委員会の意見は準備の過程にある。

�．海事のガバナンスへの統合アプローチのため
のニーズと牽引

欧州では、海事の問題は伝統的に数々の別々の

分野の政策によって扱われて来た。そのような海

事のガバナンスの仕切りが、国際、欧州、国内、

地域、地方のレベルでのいろんなレベルの勢力に

対して支配的であり続けている。

EUの海事問題についての更なる統合アプローチ

に向けた動きは、まさにこれが世界のその他の部

分での流れであるために、あるいは持続可能な発

展の明らかな関連からはガバナンスの枠組みの自

然発生によるものでは無いために、そのような動

きは取られていない。

それ以上に、そのことは、次の諸々の事項に取

り分けの配慮を払い、いろんな政策の領域とアプ

ローチとの間のより大きな協力を達成するための

明白な措置である。

●加盟国のさまざまな国あるいは地域での当

局の取締り権限の重複を避け、各加盟国の

単一のアプローチ手法による意思決定の重

複と二重の追及にとって代わる必要

●競合する海事活動についての調整の企画、

それと海事の領域（海事の空間計画）の戦

略的な管理の認識の必要

●海事の問題に係わる欧州レベルでのさまざ

まな分野的社会対話委員会の間での最良の

調整の必要

●生態系アプローチと海洋戦略のフレームワ

ーク指令の採用と実施

●科学と政策の間のインターフェイスを開拓

して、海洋科学が海事政策について知らし

めることを確実に可能とする必要

●あらゆるレベルでの海事政策の策定を伝達

する信頼のある相対的な統計の必要

●そして、最後にもっとも大事なこととして、

加盟国の間のまたは加盟国の内での海事の

監視についての密接な調整を容易にする必

要

� 意思決定のプロセスについての予見は、全て

の海事の利害関係者にとって重要である。異な

った意思の決定者が、例えば港湾と海運を含む

海事の産業に対して、さまざまなアプローチが

対象にするかもしれない純粋に分野的な海事の

ガバナンスは、EUが成長と雇用に関するリスボ

ン戦略を追求するビジネスにとっての優しい環

境のために指導的なものとはなっていない。こ

の意味からは、海事の高度のガバナンスは、加

盟国レベルでの海事活動のための単一のシステ

ム展開をも指している。

� 海洋に関連する急激な活動の増加が見られる

が、まさにもはや漁業や海運業だけではなく、

代替の可能性を含むオフショアのエネルギー、

海洋ツーリズム（レクレーション・ボートやク

ルーズ船）、とりわけ海洋文化もそれらの内には

含んでいる。海洋の保護区域では、さまざまな

活動が、保全の目的に係わって規制あるいは禁

止が出来るものとされている。欧州で増大して

いる混雑した沿岸水域についてのそのような競

争に加えて、利用でのさまざまな衝突について

の明らかな可能性が見受けられる。適切なレベ

ルでの特殊な海洋の計画手段の展開と利用が、

それ故に、海事、海洋、沿岸域についてのさま

ざまな利用について調整を図り、優先或いは管

理をするために必要なこととして広く認められ

る。これらの計画の手段は、海事のガバナンス

に対する統合アプローチの構築を順次に唯一可

能とする。

� 欧州の分野的社会対話委員会では、それらの

分野に影響を及ぼす諸問題について制限された

分野的なアプローチを選択する対応を行ってい

る。見方を広げて、一層の包括的なアプローチ

をフォローするよう彼らに奨励するために、専

属の社会対話の連絡フォーラムの会議のように、

海事の諸活動の範囲の中での分野横断的な議論

を奨励するメカニズムの取り入れをさせる必要

がある。

� 最近採用された海洋戦略のフレームワーク指

令に含まれている生態系アプローチは、特別な
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課題をもたらす。意思の決定はもはや伝統的な

分野の政策の方向で排他的に機能されないかも

しれないが広範に反映をさせる必要があり、未

知の領域の海洋の生態系はあらゆる海事活動の

源を維持するために保護されなければならない。

それ故に、海洋の環境保護に関連させる中で、

それは指令の中で提示がされている海洋盆、海

洋領域と付属の領域の観点から考えることも必

要である。

� Eurostat（欧州連合統計局）では、海事の分野

と沿岸域をカバーする社会経済統計についての

分野横断的作業計画を始動している。EU加盟国

では、比較的にまた信頼しうる統計に向けてEuro-

statに取り組む関心を示している。

� 最後に、海事の監視は、欧州の海事の領域の安

全な利用にとってのもっとも高い重要性を持つ

ものである。協力と調和の向上と、そして時には、

まさに海事の監視機関の協力と欧州レベルの監

視システムの相互運用性は、適切なレベルの海

事のガバナンスのための更なる統合アプローチ

についても必要としている。この統合アプロー

チなしでは、いろんな分野のオフショア活動（漁

業、犯罪的行動、港湾の保安、汚染、救難、安

全性、境界の管理等）の調整を図ることは不可

能で、また、それらの間のシナジーを産み出す

ことも出来ない。同様に、欧州レベルでは、ブ

ルーペーパーの中で提示されている海事の監視

のための欧州ネットワークは、新しいより統合

的なガバナンスのメカニズムを必要としている。

以上の全ての点が、欧州の海事の資産、協力の

ための牽引者としての行動、海事のガバナンスに

とっての更なる統合の枠組みについての効率的な

持続可能な管理のために不可欠である。

�．欧州の海洋と海事にとっての統合的ガバナン
スの枠組みのためのガイドライン

�．�．国家レベルでの海事政策にとっての戦略的
アプローチの展開

EUの加盟国は、彼ら自身の国家の統合的な海事

の諸政策を展開に移すべきである。

EUにとっての統合海事政策のために欧州委員会

提案の中で明確にされたように、１つのサイズは

全てに適合はしない。海事の事業に対して統合ア

プローチを実施するには、違いがあるが対等で適

切な手法がある。多くの加盟国では、法的な枠組

みあるいは経済的、社会的、政治的、文化的、環

境面の関連に基づいて、彼ら自らの新しいアプロ

ーチを展開している。これらの相違のあるアプロ

ーチは、さまざまな海の領域の特殊な課題に適応

を図り、あるいは加盟国の組織との慣例にシーム

レスに連携するために現実に必要なものである。

以下に詳述するガイドラインは、従って、海事

のガバナンスの単一のシステムを採用することを

加盟国に求める何らかの手段を意味するものでは

無い。それらは、海事の利害関係者との密接な協

力の中で、或いは欧州レベルを含む海事のガバナ

ンスの全てのレベルでの協調を高め、または、し

易くするために彼ら自身の国の統合海事政策を策

定することを加盟国に奨励するために企画された

ものである。

各国の政府は、海事政策のために自らの特殊な

優先すべき事項を持つだろう。更に、いろいろな

政府本体は、共有する目標に向けて作業を行うべ

きである。そして、戦略計画では、この結果に至

るまで関連するさまざまな公共の部門の指導を行

って、政策の全般にわたるビジョン、目標、実施

のための進路を設定すべきである。そのような計

画は、この統合アプローチが産み出すであろうそ

の利益と結果について明確にすべきである。

これらの国の統合海事政策は、それぞれのさま

ざまな憲法上の、地理的、経済的、社会的、文化

的、そして環境上の関係によってお互いに異なり

があるが、２００７年１２月に欧州理事会によって支持

された海洋と海事のための欧州のビジョンについ

て考慮すべきである。

いろんな国の統合海事政策は、それ故に、海に

関係する事項は全体としての結びつきが図られ、

そして取り扱われるべきであることの認識をそれ

の基とすべきである。
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まさに、EUの統合海事政策、統合国家政策は、

補足的機能限定原則、競争力、経済発展、生態系

アプローチ、利害関係者参画の原則によっても導

かれるべきである。

�．�．国家レベルでの公的な当局による意思決定
のためのガバナンスの枠組み

EUの加盟国では、それぞれの政府の枠組みの中

で、海事問題のための内部調整組織の創設につい

て検討を行うべきである。

これらの組織は、高度なレベルの政策的なガイ

ダンスを提示するメカニズムを内に持つべきであ

る。幾つかの加盟国では、海事の問題を調整する

ための主導的な組織として、内部閣僚委員会を設

置している。

政策的なレベルで統合アプローチのための政策

的なリーダーあるいは変化のきっかけを与える者

として行動する責任の対象は、明確な指定がされ

るべきである。この機能は、当該分野の利害関係

者の間での対話を編成することが出来る十分な重

要性を持っていなければならない。

加えて、公共の重要性を明らかにする場合の議

会の中心的な役割は、海事の重要性に対する包括

的で全般的なアプローチを擁護して関わりをもた

せることである。

公的な行政組織においても、行政上の慣例に適

合する組織上の調整を行って、各加盟国と政策的

なレベルで策定をする統合アプローチに反映をさ

せるべきである。

�．�．沿岸域とその他の地方の意思決定者の役割
副次の国家レベルの意思決定（－地域と地方の

レベル）の実施においてはそれぞれの役割がある。

沿岸域では海事政策に対する統合アプローチか

らの利益だけではなく首尾一貫した海洋関連政策

が不在の場合には、多大のリスクを冒すことにな

る。海洋との密接な関係に考慮して、幾つかの沿

岸域では、それらの特殊のニーズに合わせた自ら

の統合戦略を展開している。加盟国の中で、統合

沿岸域管理に対するあるいは経済活動の部分的な

展開を制限するための責務を、彼らはおそらく度

々負うことになる。しばしば、海事の問題の独自

のノウハウ、洞察、重要な関心が示されており、

それ故に、地域はそれぞれの加盟国の海事の問題

について持っている特別の責務を踏まえて、彼ら

は統合的な政策決定についての展開を実施する役

割を担っている。

�．�．統合海事政策策定の場合の利害関係者の関
与

統合的な国と地域の或いは地方の海事政策にお

ける海事の利害関係者による積極的な関与は、大

いに推奨されるものである。

統合海事政策のブルーペーパーの中で詳述して

いるように、海洋と海事のための欧州ビジョンは、

各国の政府に宛てているだけでなく、特に海事の

問題に特別の関心を持つ全ての利害関係者にもさ

し延べられている。これらの利害関係者の存在は、

欧州連合にとっての将来の海事政策に関するブル

ーペーパーの公開に引き続き欧州委員会によって

編成された１年間の協議の背後にある牽引力であ

った。それらには、経済活動のために海に依存を

している多くの産業とサービスの業界、とりわけ、

社会的なパートナー、環境面とその他の非政府組

織、学術と調査研究の研究所、海事遺産の諸機関

を含んでいる。

欧州委員会では、最近、初めて新しく設置した

５月２０日の「欧州の海事の日（European Maritime

Day）」の祝賀の期間に、欧州連合の統合海事政策

の実施の際の利害関係者による関与が大きな優先

的事項であることを宣言している。

経済的な活動者は、海事のクラスターを形成す

ることによる統合アプローチを採用すべきで、市

民社会フォーラムと海事の利害関係者のネットワ

ークを設けることによって、そして今度は、他の

利害関係者との協力を行うことが可能となる。

彼ら自らの国の統合海事政策を展開する加盟国

においては、海事のガバナンスについての利害関

係者の広範な関与を受け入れて、社会的なパート

ナーの能力を高めるための措置を取り、透明性の
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ある意思決定のプロセスを確保して、特定の利害

関係者の組織化を推進するとともにそれをやり易

くすることが推奨されている。

�．�．地域の海の領域レベルでの更なる効率的な
連携

公開協議の過程で、統合海事政策の多くの局面

で、地域の海の領域のレベルでもっとも取り組み

が可能であることが明らかになっている。また、

HELCOM（バルト海洋環境保護委員会：ヘルシン

キ委員会）、OSPR（米国カリフォルニア州油流出

防止および対策事務所）、Barcelona条約（地中海汚

染防止条約）、Bucharest条約（黒海汚染防止協定）

のような多角的な地域の海洋条約によって産出さ

れる付加価値については、海洋戦略のフレームワ

ーク指令の実施において特定の場合には最良の利

用をさせるとともに、このレベルでの更なる協力

を図るために加盟国と欧州委員会にとってそれを

必要なものとさせる。

２００７年１２月１４日の欧州理事会によって行われた要

請に対応して、欧州委員会では、バルト海にとっ

ての統合海事政策ではあるが、海事の政策範囲を

越えるであろう内容の実施のための措置を含むバ

ルト海地域にとっての EU戦略を検討している。

委員会では、また、地中海の海事政策にとって

の包括的なアプローチを実施するための戦略につ

いて作業を始めており、２００８年秋には、これにつ

いての政策ペーパーを発刊することが予定されて

いる。ガバナンスの課題としては、EUの加盟国内

と EUの近隣諸国との間で、地域の海の領域で協力

する場合の効果を最も効率のあるものに高め、EU

のレベルで進行中の所業に重要性を付加すること

を確実にすることがある。

十分に機能をしている欧州における海事問題に

ついての統合的なガバナンスのためには、海洋の

環境保護、欧州の広大な海事領域における安全性、

保安、監視、海洋と海事の調査研究に関連がある

ものについて、国と重要な地域との間でベストプ

ラクティスを取り交わし、そして、より緊密な協

力を受け入れて、境界を横断する一定の調整の展

開を図ることが重要である。

�．結 論

さまざまなレベルのガバナンスにおける統合的

な海事政策の策定に向けた歩みを進めるその努力

の部分として、ベストプラクティスのモデルを追

及している利害関係者にとってのプロセスを容易

にし、そしてガイダンスを提示するために、グロ

ーバルな、欧州と加盟国、地域のレベルの範囲内

での活動について欧州委員会では情報提供を行う

であろう。

また、欧州委員会は、統合海事ガバナンスに向

けて彼らが取っている歩調について情報を共有す

ることを、EUの諸機関とEUの加盟国に推奨する。

そして、欧州連合のための海事統合政策に関す

るブルーペーパーの中で求めたように、欧州委員

会では、２００９年末までに海事問題の統合アプロー

チに向けた進展について報告を行うであろう。

参考資料：

１）Report on an integrated maritime policy for the Euro-
pean Union (2008�2009 (INI)，Committee on Transport
and Tourism, Rapporteur ; Willi Piecyk, 21. 4. 2008
２）Communication from the Commission to the Council,

the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions,
Guidelines for an Integrated Approach to Maritime Pol-
icy : Towards best practice in integrated maritime gov-
ernance and stakeholder consultation, presented by the
Commission, 26. 6. 2008
３）今井：欧州の海洋と海事に関する統合政策の策定に

向けて、「せんきょう」（２００６年８月号）

４）今井：新欧州海事政策―グリーンペーパー論議―最

近の動き、「せんきょう」（２００７年１月号）

５）今井：欧州の海洋と海事の統合政策、着地点はどこ

に、グリーンペーパーをめぐり活発化する議論、「海事

プレス」（２００７年３月５日）

６）今井：欧州の海洋と海事に関する統合政策、将来ヴ

ィジョンの策定について－EUのグリーンペーパーの論
議の動向フォローアップ－、「せんきょう」（２００７年９

月号）

７）今井：EUの統合海事政策のための青書（The Blue
Book）および活動計画について、「せんきょう」（２００７
年１１月号）

８）今井：欧州統合海事政策に見る海事クラスター活動

と志向について、「せんきょう」（２００８年１月号）
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ICS・ISFは毎年ANNUAL REVIEWを発刊しており、このたび２００８年版が刊行された。環境・

安全・船員問題等幅広い活動について、全４０ページに亘り報告されている。その中から、本稿では

欧州・米国・アジアの状況の部分を仮訳でご紹介する。

◆European Union Developments

EU海運の現況（Ｐ．２０）

ICS・ISFは国際海運に影響を与える様々な EU

機関との協力関係を築き上げてきた。これまで、

ICS・ISFはメンバーである船主協会を通じ EU

加盟国の海運当局との良好な関係を享受してきた。

一方、ICS・ISFは欧州船協（ECSA）と協力しなが

ら欧州委員会（EC）の海運に関係する総局との関係

強化に尽力している。ICS・ISFはまた、海事問題

について、他の業界団体と協力し、ブラッセルお

よびストラスブルグの議会で定期的に開催する、

いわゆる Intergroupを設立し、欧州議会議員との

より良い対話の実施に努めている。

２年の協議の末２００７年秋に発行された、EU海事

政策見直しに関する“Blue Paper”＊２において、欧

州委が IMOにて世界単一規制を作成することを望

むとのメッセージを示したことについて ICS・ISF

はとりわけ好意的に受け止めた。しかしながら、

特に環境分野において地域規制の脅威は依然とし

て存在しており、IMOは状況によって世界単一規

制の制定を確保する必要がある。

包括的な EU海事政策見直しの間、ICS・ISFは

EUが提案してきた様々な事項に対し詳細なコメン

トを提出した。「EUアクションプラン」が進展す

るにつれて、リストにあるプロジェクトが非 EU

圏のオペレーターに対して大きな懸念事項をもた

らさないように思われるが、ICS・ISFは注視して

いくことが重要

である。一方で、

EUの運輸総局

は、今後１０年間

で海事政策の主

要な見直しに着

手する予定であ

る。

ICSは２００２年

１１月号のプレス

ティージ号事故

を踏まえた EUの第３弾の航行安全・汚染防止策に

含まれている様々な規制提案に対処するために

ECSAと協働し続けている。ポートステートコント

ロール、事故調査そして船舶の動静監視（「避難場

所」に避難する船舶の受入要件）について提案され

た EU指令は基本的に最終化している。しかしなが

ら、船級協会はいまだ船級に関する指令の部分に

おいて委員会と相反している（ある船級協会の調

査により最近新たな展開があり、２００８年初旬に EU

競争当局が着手。その理由は現時点で不明である）。

一方、EU理事会は ICSや ECSAが断固反対してき

た民事責任や旗国責任に関する指令への合意に乗

り気ではない。

船主の民事責任や金銭的保証に関する指令案に

ついて、２００８年４月の会合の際、EU加盟国の大半

が、欧州委の提案は不要なものであり、海事クレ

各種調査・報告書欄

海運をめぐる世界の動き～EU・米国・アジア
―ICS・ISF＊１ANNUAL REVIEW 2008“The Year in Review”より（仮訳）―
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ームに対する補償の水準の引き上げを達成する最

良の方法は、IMOの LLMC条約＊３の１９９６年議定

書を全 EU加盟国が批准することであるとの業界の

見解を共有した。

２００７年１１月、船舶に起因する海洋汚染に対する

刑事罰を定めた EU指令の合法性に関し、欧州裁判

所（ECJ）における国際独立タンカー船主協会（IN-

TERTANKO）主導の訴訟手続の中で、裁判所の判

決前にもかかわらず、EU論告官の法的拘束力を有

しない意見が公表された。判決結果にかかわらず、

法的理由のため、委員会は現在の指令を修正する

ための新指令の提案を２００８年３月に発表した。新

指令は EU閣僚理事会と議会による共同決定手続に

かけられる。

２００８年１０月には欧州域内発着航路の定期船同盟

が廃止されるため、１つの時代の終焉を目撃する

ことになるだろう（ICSは欧州域外で行なわれる同

盟活動を引き続き擁護していく）。しかしながら定

期船部門はこの劇的な変化への準備をしており、

ELAA＊４援助の下、貿易情報を収集する新たなフ

ォーラムを立ち上げている。欧州委員会はまた、

現在コンソーシア規則の見直しを行っているが、

定期船のスペースシェアのアレンジに影響を与え

うる抜本的な改革を意図してはいないと準備の段

階で示唆している。

コンテナ船会社に影響を及ぼす新たな競争規則

に加え、その他の貨物を扱うオペレーターは不定

期船に関する EUガイドライン（の公表）を心待ち

している。同ガイドラインではバルクや特殊貨物

に対する EU競争総局の新たな執行権限を明確にす

ることが望まれる。

ICSは、業界と委員会との協議をリードするECSA

との協力の中で、ガイドライン作成に貢献してい

る。しかしながら、現行 EU法令そのものに変更は

なく、プール配船業務を根本的に再構築しなけれ

ばならないような船社はないかと思われるが、同

業務を享受してきた船社は現行の同法令遵守に係

る自己規制を行なう必要があろう。

◆United States Developments

米国海運の現況（Ｐ．２１）

米国の環境保護規制は、連邦政府および州政府

の両レベルにおいて地球規模産業に対する継続的

な努力を示している。さらに米国大統領選挙後に

発足する新政権は、米国各州（少なくともカリフ

ォルニア州）の草の根レベルで高まりつつある圧

力を受け、環境規制に新たな刺激を与えると思わ

れる。両政党が緑化に対する実績を競って示して

おり、一連の行為はすでに議会で明らかになって

いる。米国海運会議所（CSA）は ICS・ISFやその

メンバーに米国の現況を評価するための確かな取

組を行なっているにもかかわらず、船主がその成

り行きに遅れを取らずについていくのが困難にな

ることがよくある。

＊１：ICS（国際海運会議所）�ISF（国際海運連盟）
（ICS）各国船主協会を会員として１９２１年に設立された

組織で、本部はロンドン。１９４８年に現在の名前
に変更された。自由主義海運を標榜するととも
に、船主の利益を擁護・代表し、商船隊の発展
を促進させることを目的とする団体。海洋環境
保全、船舶航行安全、海事法制、情報システム
等に関し具体的な検討を行い、IMO等において
海運業界を代表する組織として活動。

（ISF）各国船主協会を会員として１９０９年に設立された
組織で、本部はロンドン。船員の労働条件、資
格、訓練、福利厚生など海上労働問題全般にわ
たる国際的な検討、処理を目的とする団体。IMO
や ILOにおいて、使用者を代表する国際組織と
して活動。

＊２：“Blue Paper”等 EUの海事政策については、http
：��ec.europa.eu�maritimeaffairs�mp_dev_en.html
参照。
本誌２００７年１１月号Ｐ．１０海運ニュースおよびＰ．２１

各種調査報告書欄にも関連記事掲載。

＊３：LLMC条約（Convention on Limitation of Liability
for Maritime Claims）
１９７６年の海事債権についての責任の制限に関す

る条約。当事者の合意や法律の規定によって、船主
等の責任の原因となる事態や責任内容・範囲を限定
している。１９７６年１１月１９日に採択され、１９８６年１２月
１日に発効後、１９９６年５月３日に船主等の責任制限
額を大幅に引き上げた１９９６年議定書が採択され、２００４
年５月１３日に発効した。国内法は「船主責任制限法」。

＊４：ELAA（European Liner Affairs Association）
欧州発着航路に係わる諸問題を検討するため、関
係主要定期船社が結成した船社団体。邦船社では川
崎汽船、日本郵船、商船三井の３社が加入している。
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環境保護庁（EPA）と主要なカリフォルニア選出

の上院議員によって提出され、現在議会で審議中

の船舶排出ガスに関する法案が、IMOで作成中の

排出ガスに関する国際規則と両立しないことが明

らかになるかもしれない。別記の通り、ICSは沿岸

地域で低硫黄燃料を使用することを求める米国内

の要望を調整するため、IMOにおいて様々な活動

を行ってきた。米国議会は現存のMARPOL条約附

属書�を批准する最終段階にあるが、厄介なのは

施行細則の細部であり、その議論は IMOにおける

附属書Ⅵ改正交渉の方向性にすでに影響を及ぼし

ている。

一方カリフォルニアでは、補助エンジンに硫黄

分０．５％の燃料の使用を命じる新規則に対して Pa-

cific Merchant Shipping Associationを主とする関係

団体が法的な異議申し立てをしているにもかかわ

らず、同規則は既に施行されている。船のメイン

エンジンを規定する追加的・一方的規則も同様の

措置が取られる見込みである。

米国議会は IMOのバラスト水管理条約に基づく

法律を最終化しているが、好ましからざる外来生

物の侵入を除去するための最終的な“処分基準”

は IMOで要求されるものより、はるかに厳しいも

のとなるであろうと思われる。その上、米国の各

州は、混乱の原因が潜在する、追加要件の作成に

ついて自由裁量が与えられている。米国水質浄化

法（US Clean Water Act）の施行に関し、EPAを相

手に環境保護団体が起こした重要な訴訟事例もま

た、判決によってエンジンの冷却水を含めた船舶

からの全ての排出物は許可を得なければならない

可能性があるため、大きな関心が寄せられている。

一方で、鯨との衝突を避けるため、船舶は米国

領海内において減速航行‐安全航行に準ずる速度よ

りも遅い速度水準となる可能性－を義務付ける規

則を現在制定中である。

法律分野については、エクソン・バルディス号

事件＊１における懲罰的損害賠償金の判決に対する

Exxonの米国最高裁判所への上訴を支持するため、

ICSは２回の法廷助言書の提出を行なっている。法

廷助言書において、事故による船舶起因汚染に対

する懲罰的損害賠償金判決は国内法規や国際条約

によって確立された一貫性を損いうると主張して

いる。もし下級裁判所の判決が有効であると認め

られた場合、同判決は広く海運業界にとって非常

に不利な影響をもたらしうる。最高裁判所の判決

は２００８年６月と見込まれる。

しかしながら、法律に関する大変喜ばしい展開

として、米国が国連海洋法条約の批准に向けて前

進しているということである。

セキュリティーは言うまでもなく、米国にとっ

ての最優先事項である。別記の通り、ICSは米国の

１００％コンテナ・スキャニング法＊２の影響への認

識を高めるため、中心的となって関与し続けてい

る。しかしながら、米国保安当局による強引な船舶

検査もまた懸念事項であり、ICS・ISFの会長が米国

沿岸警備隊（USCG）に直接提起している。USCG

が２００８年始めに、船舶職員に対して配慮した扱い

をする大きな必要性を認めた声明を発出したこと

について、ICSは歓迎する。

WTOの海運サービス分野における交渉に米国が

不参加であることは、今では残念ながら多かれ少

なかれ当然のことと考えられているが、米国が（選

挙活動で明らかにされているように）貿易政策全

般および海上貿易政策についてより保護主義的方

向に進もうとする一般的感情が生じている。それ

ゆえ ICSは海運国家で構成される CSGやコットン

クラブと呼ばれる組織を作るワシントン駐在の大

使館員との緊密な関係の維持に努めている。

＊１ エクソン・バルディス（Exxon Valdez）号事件（参
照：http：��www.mlit.go.jp�kaiji�seasafe�safety11．
html）
１９８９年３月２４日未明、米国エクソン社の VLCC
エクソンバルディス号（２１４，８６１dwt，船齢３年）が
アラスカのプリンス・ウィリアム湾で座礁し、１１の
貨物油タンクのうち８タンクが、また、５のバラス
トタンクのうち３タンクが損傷、事故発生後数時間
で船底破口部から原油約４万トンが流出した。この
油流出により２，４００kmにわたる海岸線が汚染され、
米国沿岸での過去最大規模と言われる甚大な海洋汚
染を引き起こした。
この事故を契機として、大規模な油流出事故への
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◆Asian Developments

アジア海運の現況（Ｐ．２２）

喜ばしいことに、IMOで採択される世界基準と

異なる規則制定について、ICSはアジア各国政府に

懸念を提起する必要がほとんどない。しかしなが

ら、アジア各国政府が海運・貿易政策を他国と調

和させようとしているので、アジア各国当局との

結びつきが重要となっている。

競争政策に関しては、EUが２００８年１０月から EU

発着航路における定期船同盟の禁止を決定したに

もかかわらず、ICSはその他のアジア貿易において、

十分に実践された同盟制度の維持を働きかけてい

る。シンガポールが引き続き定期船同盟を認める

ことを決定したのに続いて、中国では現在一般独

禁法を改正しており、同盟に対して新たに協定活

動に関する追加情報を提出するよう求めているが、

最近では同盟を禁止する意図はないことを表明し

た。オーストラリアにおける最近の見直しにおい

ても、協議協定に対する新たな制約があるものの、

同盟の存続を認めた。一方で日本での海運に係る

競争政策の主要な見直しが行なわれており、国土

交通省の支援の下、現在の枠組みが維持されるこ

とが期待されている。

しかしながら、主要な国際航路であるマラッカ

海峡の航行支援の維持に係る協議に関して、海事

法の主要な原則は潜在的な危機に瀕している。同

海峡は国連海洋法条約（UNCLOS）で定義されて

いるように、重要な国際海峡の一つである。

ICSは IMOが他団体とともに主催するマラッカ

海峡の安全に関する協議に中心となって参加して

おり、数十年に亘り日本が行ってきた経済支援を

分担する枠組みが必要であるという認識が共有さ

れた。ICSとしても歓迎するこうした動きの中、中

東航行援助施設サービス（MENAS：ペルシャ湾の

航行援助施設整備業者）は、マラッカ海峡の航行

援助施設に係る資金協力のため、国際海運業界を

代表して貢献する可能性について沿岸国と正式な

協議を開始する準備ができていると理解している。

これは歓迎されない前例、例えば、重要な国際的

水路の通過において個々の船舶とお金を結びつけ

るような、UNCLOSで定義されている航海自由の

原則に対して望ましくない影響となることを避け

ることになると期待される。

セキュリティーに関しては、中国は現在独自の

サプライチェーン・セキュリティー要件を作成し

ており、それらの大部分は EUの規則を取り入れて

いるように思われる。（上記要件の）発表は２００８年

中の見込み。そのほかでは、オーストラリアが「２４

時間ルール」の可能性について協議していたが（２００７

年に ICSとオーストラリア税当局との間で会合開

催）、２００８年はじめに休止となった。オーストラリ

アは世界の状況、とくに EUや米国の成り行きをし

ばらく見守ることを決定した。

より日常的なこととして、２００８年始め、ICSは

CSGとの協議の中でベトナムの貨物税や国際オペ

レータの商業活動への不当な干渉と思われる THC

設定へのインドネシア政府の介入について懸念を

表明した。

２００７年の重要な出来事はシンガポールにアジア

船主フォーラム（ASF）の常設事務局が設置された

ことである。この事務局が、規制事項に関するア

ジア海運業界の見解を明確に示すことに、より重

点を置くことが望まれる。ICS・ISFは、（ICS・ISF

と）共通の各国船主協会をメンバーに持つ欧州船

協（ECSA）と現在享受している同様の関係を ASF

と築き上げていくことを望む。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

（総務部：長嶋）

国際協力の枠組みを定めたOPRC条約が１９９０年に締
結され、さらに、１９９２年には海洋汚染防止条約（MAR-
POL）が改正され、タンカーに二重船殻構造が強制化
された。

＊２ 本誌２００７年８月号 P．９に関連記事掲載。
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紹 
介 

船 
の 

大光丸�大光船舶株式会社

�船の主要データ�
船 名：大光丸

船 籍 港：大阪

総トン数：４５８トン

重量トン数：９９９．４１トン

貨物槽面積：８０２．０２３�
全 長：５９．８１ｍ

型 幅：９．６０ｍ

深 さ：４．３０ｍ

船 種：液体化学薬品ばら積み船

航海速力：１０．５ノット

資 格：沿海区域

�船の生い立ち�
当社は２００３年日触物流�（旧：大光海運�）の船

舶部が分社独立し、ケミカルタンカー５隻を保有

・３隻を傭船して内航運送業を営み、２００５年に上

野トランステック�の資本参加を得て、両社の内
航ケミカル船は同社で一元管理されている。同社

に対し所有船５隻を定期傭船貸渡し、かつ、日触

物流�の貨物を取り次ぐとともに、現在４隻の貸
渡業および貨物取次事業を営んでいる。

本船はIMOの設備構造基準の強化および厳しい

荷主の安全品質要求に対応した代替建造の一環で、

１９９４年２月に向島造機�にて建造された。

�本船の特徴�
あらゆるケミカル製品を安全（安全運航、安全

品質維持）輸送することから、次のような仕様と

なっています。

＊IMOの船型要件「タイプⅡ」（いわゆるダブルボ

トム・ダブルハル）を有している。

＊荷役設備（貨物槽、荷役配管、バルブ等）はス

テンレス製（SUS３０４）。

＊一般ケミカルタンカーに装備されている貨物槽

内の加熱管による貨物の直接加熱装置とは別に、

貨物槽を外側から保温する間接加熱装置を装備

することで、直接加熱による貨物の化学反応や

品質劣化の危険回避に貢献し、運航者や荷主等

関係者の高い評価を得ています。

その１３
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�これまでの貨物・航路や現在の活躍状況�
～貨 物～

竣工以来、“水分・塩分・異物・臭気”等で極め

て厳しい安全品質基準が要求される繊維メーカー

向け中間原料（エチレングリコール※１）の輸送に

従事し、近年においては、洗剤や紙おむつ、また

塗料等の中間原料等の一般ケミカル製品の輸送を

しています。

これら貨物の安全、安定輸送が一般社会の生活

必需品の生産に大きく貢献していると考えていま

す。

※１ ポリエステル繊維原料などに使用

～航 路～

ひと月に平均１０航海、汎用ケミカルタンカーと

して従事する京浜～関門の不定期航路では、貨物

が異なることから、ほぼ毎航海タンククリーニン

グを実施しています。長年培った技術およびノウ

ハウを最大限発揮し、運航者や荷主から受ける品

質維持の評価をやりがいとしています。

～管 理～

貨物の有害性・危険性等から、海防法※２・安全

法（危規則）※３および船員法等による規制遵守は

当然のこと、２００７年９月には JG任意 ISM（DOC）

※４を更に本船を含め順次（SMC）※５取得し、海

陸一体で構築してきたハード、ソフト面の船舶運

航管理を「関係者の健康維持・安全運航および環

境保護の方針」のもと、同 ISMに整合・統括して

います。
※２ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
※３ 船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則

（危規則）
※４ 国土交通省発行の任意 ISMコード認定証。海上人

命安全条約（SOLAS）条約が適用される船舶（国際
航海に従事するなど）および船舶管理会社には ISM
コードの目的に沿った安全管理システムが求められ、
旗国審査を経て証書を取得する必要があるが、適用
外の船舶や管理会社にはその義務はない。しかし、適
用外の船舶等においても ISMコードに準拠した認証
の取得が近年求められており、これらが「任意ISM」
と呼ばれている。

※５ Safety Management Certificate の略。安全管理証
書。具体的な船舶運航の手順・緊急時の対応など、
SMS（安全管理システム）を文書化した証書。船舶
管理者・本船は常時所持していなければならない。

�今後の取り組み�
～船腹強化計画（電気推進新造船の建造）～

本年１２月竣工予定で、所有船１隻を１，０００トン積

み（１，２３０�）電気推進のケミカルタンカーに置き
換えます。本船は、上野トランステック�の長期
傭船保証のもと、（独）鉄道建設・運輸施設整備支

援機構（JRTT）との共有により建造するSES船

（スーパーエコシップ）で、“使い手と乗り手から

▲電気推進船の特徴
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見て動かしやすい船”を目標に当社内（海陸）・運

航者・造船所等が三位一体�四位一体となってイ
ンバーター制御装置のシンプル化（多重インバー

ターの採用）等を含め最終仕様検討が完了してい

ます。

主要目 推進システム

ディーゼル発電機 ３基

インバーター制御装置 ２基

推進用モーター ２基

二重反転プロペラ １基

荷役ポンプ

デープウェルポンプ ８台

（インバーター制御）

以上により、昨今の地球規模で叫ばれている環

境保護（NOx・CO２減）、高騰する燃費改善（燃料消

費減）、居住騒音減、操船性向上等を期待している

ところです。

▲電気推進システム

▲二重反転プロペラ（CRP）



１
日
貿易手続改革プログラム第１回フォローアッ

プ会合が開催され、貿易手続改革プログラム

の改定が行われた。

７
日
当協会は、日本人海技者の人材確保に向けて

海事教育機関（東京海洋大学、神戸大学、富

山商船高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、

弓削商船高等専門学校、広島商船高等専門学

校、大島商船高等専門学校、海技教育機構（海

上技術短期大学校、海上技術学校、海技大学

校））との連絡会を設置、連携の強化策につい

て第１回会合を開催し、連携の強化について

意見交換した。（下掲写真参照）

２０
日
外国人船員の承認船員の安定確保を目指し、

承認制度簡素化等を検討する「承認船員制度

等のあり方に関する検討会（座長：加藤俊平

・東京理科大学名誉教授）」の第１回会合が開

催された。

２５
日
トン数標準税制認定手続等に関する説明会が

東京（２９日には神戸）にて開催された。

（Ｐ．２６囲み記事参照）。

２７
日
国土交通省は、平成２１年度国土交通省関係予

算概算要求を発表した。海洋立国の推進に９８６

億円、スーパー中枢港湾の実現に７３８億円等が

盛り込まれた。

２２００００８８年年
88月月

▲８月７日 海事教育機関との連絡会第１回会合の模様
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公布法令（８月）
� 船舶登記令等の一部を改正する政令（政令第

２４９号、平成２０年８月８日公布、平成２０年１１月

３０日施行）

� 船員法施行規則等の一部を改正する省令（国

土交通省令第７３号、平成２０年８月８日公布、

平成２０年１０月１日施行）

� 船員法施行規則及び船員労働安全衛生規則の

一部を改正する省令（国土交通省令第７４号、

平成２０年８月８日公布、平成２０年９月１日施

行）

陳情書・要望書等（８月）
提出日：平成２０年８月２７日

宛 先：谷垣禎一国土交通大臣

件 名：物流業界の競争力およびグリーン物流推

進に関する要望書

要 旨：（社）日本物流団体連合会は、物流業界の

競争力強化、また、環境負荷低減型の物流体系構

築のため、物流体系のグリーン化の推進および燃

料油価格高騰への対応等について、当協会をはじ

め関係１１団体の連名により、国土交通大臣に対し、

支援方要望した。

国際会議の予定（１０月）
会議名：IMO第５８回海洋環境保護委員会（MEPC）
日 程：１０月６日～１０日

場 所：ロンドン

会議名：国際油濁補償基金（IOPCF）
日 程：１０月１３日～１７日

場 所：ロンドン

会議名：IMO第９４回法律委員会（LEG）
日 程：１０月２０日～２４日

場 所：ロンドン

トン数標準税制に関する説明会を開催
トン数標準税制に関する改正海上運送法等が、平成２０年７月１７日に施行されたが、同税制はわが

国にとり初めての制度であるため、当協会は国土交通省海事局の協力を得て、当協会会員をはじめ

とする海運事業者に対する説明会を東京（８月２５日）および神戸（８月２９日）において実施した。

何れの説明会も海事局の岡西康博外航課長にご説明いただき、合計で約２００人が参加した。

（企画部：宇佐美）

船船協協だだよよりり

▲説明を行う岡西康博・海事局外航課長 ▲会場の様子
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１．わが国貿易額の推移 （単位：１０億円）

年 月 輸 出
（FOB）

輸 入
（CIF） 入�▲出超

前年比・前年同期比（％）

輸 出 輸 入

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６

２００７年８月
９
１０
１１
１２

２００８年１月
２
３
４
５
６
７

４１，４５７
４１，５３０
５１，６５４
５４，５４８
６１，１７０
６５，６６２
７５，２５６

７，０２８
７，２７０
７，５０７
７，２６８
７，４３６
６，４０８
６，９７５
７，６８２
６，８９１
６，８０９
７，１５４
７，６２９

３３，８５５
３１，５４８
４０，９３８
４４，３６２
４２，２１７
５６，３８１
６７，１６４

６，２９５
５，６３６
６，５０４
６，４８０
６，５６１
６，４９８
６，０１２
６，５７３
６，４１６
６，４５１
７，０３５
７，５４３

７，６０１
９，９８２
１０，７１５
１０，１８６
１１，９５３
８，７８２
８，０９２

７３４
１，６３４
１，００２
７８８
８７４

▲ ８９
９６３

１，１０８
４７５
３５７
１１９
８６

９．６
２．６
８．６
４．７
１２．１
７．３
１４．６

１４．５
６．５
１３．８
９．６
６．９
７．７
８．７
２．３
３．９
３．７

▲１．８
８．０

１６．８
１２．３
１６．１
５．１
１０．９
１５．６
１６．１

５．８
▲３．２
８．７
１３．３
１２．２
９．２
１０．２
１１．２
１２．０
４．５
１６．５
１８．２

（注） 財務省貿易統計による。

２．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年 月 年間）平均月間 最高値 最安値

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

２００７年９月
１０
１１
１２

２００８年１月
２
３
４
５
６
７
８

１４４．８１
９４．０６
１０７．７７
１１５．９０
１０８．１７
１１０．１６
１１６．３０
１１７．７９

１１５．０２
１１５．７４
１１１．２６
１１２．６７
１０７．６６
１０７．８１
１００．７９
１０２．４５
１０４．１４
１０６．９０
１０６．８１
１０９．２８

１２４．３０
８０．３０
１０２．５０
１０７．０３
１０２．２０
１０２．１５
１０９．５０
１０８．２５

１１３．２０
１１３．８０
１０８．２５
１１０．２０
１０５．９０
１０４．７３
９７．００
９９．８３
１０２．８５
１０４．２５
１０４．７９
１０７．５５

１６０．１０
１０４．２５
１１４．９０
１２０．８１
１１４．４０
１２１．３５
１１９．５１
１２３．９５

１１５．９８
１１７．６８
１１５．３３
１１８．９５
１１０．０５
１０８．２２
１０３．７８
１０４．７０
１０５．６６
１０８．２５
１０８．１０
１１０．３０

３．不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M�T）

区分

年次

航 海 用 船
定 期 用 船

合 計 連続航海 シングル
航 海

（品 目 別 内 訳）

石 炭 穀 物 砂 糖 鉱 石 スクラップ 肥 料 その他 Trip Period

２００２
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

２００７ １２
２００８ １

２
３
４
５
６
７
８

１３２，２６９
９９，６５５
８３，３９８
７６，８４７
８４，５１５
７３，０４５

４，９９４
１０，１１９
５，８３１
５．９３２
９，７９５
６，１２２
７，６１９
８，７８１
８，９０４

９７８
１，３２０
２，４１４
２，１４５
６４４
２７０

０
３２０
０
０
０
０
０
０
０

１３１，２９１
９８，３３５
８０，９８４
７４，７０２
８３，８７１
７２，７７５

４，９９４
９，７９９
５，８３１
５．９３２
９，７９５
６，１２２
７，６１９
８，７８１
８，９０４

４３，４０６
３０，７２２
３１，８７５
２８，５６６
２２，８３２
２０，４０１

１，４３２
２，７８２
８８０

１，５１１
２，７１７
１，１６５
１，２６５
１，３８５
２，４１０

１５，１８２
６，０９７
５，６２１
３，７６０
３，９６９
２，３９５

２３７
１６４
８８
１０８
８４
９４
１３８
１３６
１１９

５，８５３
３，６５７
７００
１６２
２９３
４４

０
２５
０
０
０
０
０
０
０

６５，１０５
５７，００１
４１，３９４
４１，５５２
５６，４８２
４９，７７９

３，２６０
６，８２８
４，８６２
４，３１０
６，９６４
４，８３０
６，２１５
７，２０８
６，３７５

４４２
２４８
５９６
２４７
７３
０

０
０
０
０
０
１９
０
５２
０

１，０５４
４３８
６９０
３３１
２８２
１５６

６５
０
０
０
３０
０
１
０
０

２４９
１７２
１０８
８６
０
０

０
０
０
３
０
１４
０
０
０

１８４，８９０
２０８，６９０
２５０，３８６
２８９，２１６
３３６，４９４
２９５，３９８

２３，２０８
２８，２６５
２４，９３９
２４，７１４
３４，３７１
２３，１６０
３１，０９５
２５，３６５
２４，９４３

５０，４７４
８１，７２１
５９，９０６
５３，２３４
１０９，２０３
１３９，９９５

５，９２３
７，９８９
８，６０５
６，６８７
１３，３０１
１０，５３５
１０，６９０
７，６４３
３，３４１

（注） �マリタイム�リサーチ社資料による。 �品目別はシングルものの合計。 �年別は暦年。
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鉄鉱石 
（ブラジル/中国） 

４．原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�欧米）

月次
ペルシャ湾�日本 ペルシャ湾�欧米

２００６ ２００７ ２００８ ２００６ ２００７ ２００８
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１８０．００ ８０．００
１５０．００１００．００
１０６．５０ ６６．５０
６８．００ ５０．００
７７．５０ ６７．５０
１３０．００ ８２．００

１３０．００ ９１．００
１３０．００ ９０．００
１１５．００１０５．００
７１．００ ６７．５０
７２．５０ ６０．００
６５．００ ５１．２５

７５．００ ４７．５０
６５．００ ４５．００
９０．００ ６５．００
５０．００

８８．５０ ６２．５０
７０．００ ６３．７５

６７．５０ ５６．００
６６．７５ ５６．００
５７．５０ ５２．５０
６６．００ ５１．２５
８９．７５ ５７．５０
２２５．００１７５．００

１１４．００ ８５．００
１１０．００ ８９．００
１３５．００ ９２．５０
１２９．２５ ８５．００
２１２．５０１４０．００
２２６．００１６５．００

２３４．００１９３．７５

１２０．００ ７５．００
１２５．００ ８５．００
９５．００ ５７．５０
６７．５０ ５５．００
８５．００ ５５．００
９７．５０ ７０．００

１０２．５０ ８０．００
１００．００ ８５．００
１０７．５０ ８５．００
８９．５０ ６５．００
７０．００ ６０．００
６０．００ ４８．２５

５７．５０ ４５．００
５９．００ ４７．５０
８０．００ ５４．００
５５．００ ４０．００
７２．５０ ６０．００
７０．００ ５０．００

５０．００ ４２．５０
４７．５０ ４５．００
５０．００ ４０．００
５２．５０ ４０．００
１２０．００ ４５．００
２０７．００１１０．００

１８０．００ ７４．００
１００．００ ８０．００
９９．００ ７５．００
１１７．５０ ６７．５０
１６０．００１１５．００
１５２．５０１３０．００

１５７．５０ ９５．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �単位はワールドスケールレート。 �いずれも２０万D�W以上の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�西欧） 石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧）

５．石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
オーストラリア�西欧（石炭） ブラジル�中国（鉄鉱石） ブラジル�西欧（鉄鉱石）
２００７ ２００８ ２００７ ２００８ ２００７ ２００８

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

２６．５０
―

３１．８０ ３０．５０
―
―

２７．７５

―
５０．００
―
―

６４．００ ５８．００
―

―
５１．００

４９．００ ４２．００
―
―
―

―

３８．００ ２６．５０
４０．２５ ３８．００
４８．３０ ３９．００
５２．００ ４４．００
５５．００ ５１．００
５４．００ ４０．７５

５３．５０ ２７．５０
６６．００ ５９．５０
７５．００ ６６．００
８８．００ ２０．８０
９８．８８ ８５．００
９２．００ ８２．５０

８０．００ ４９．００
７１．００ ５５．００
７４．５０ ６２．５０
８４．００ ７１．００
１０８．００ ９３．５０
１０２．００ ８３．５０

９２．７５ ８２．００

２１．５０ １６．７５
２４．７５ ２４．５０

―
２９．２５

３１．００ ２７．３０
２９．１０ ２８．６０

３０．００ ２４．１０
３２．８０ ２８．００

３０．１０
４７．５０ ４６．５０
５４．００ ４４．００

４０．００

３２．００ １９．００
２４．５０
３０．３５
３８．００

５７．００ ４７．５０
―

５４．００ ４０．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれもケープサイズ（１４万D�W以上）の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。
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3.5万以上 
5万未満 

5万以上 
8.5万未満 

8.5万以上 

2万以上 
3.5未満 

総合指数 

タンカー運賃指数 用船料指数

６．タンカー運賃指数

月次
タ ン カ ー 運 賃 指 数

２００６ ２００７ ２００８
VLCC 中 型 小 型 Ｈ・Ｄ Ｈ・Ｃ VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Handy Clean

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１１２
１１６
８６
６３
７９
１００

１１４
１１４
１０９
８７
７４
６６

１６３
１６８
１２７
１０８
１３２
１３８

１４８
１７１
１３９
１４７
１１８
１３６

１９３
１７６
１６３
１３３
１５８
１４９

１７３
１７０
１４０
１９０
１３３
１８９

３１４
２６７
２０４
２０８
２１７
２２５

２３２
２３１
２１２
２１３
１９９
２１０

３４２
２８２
２２５
２１３
２４１
２３３

２７１
２６６
２３４
２１７
１９４
２５１

６３
６５
８１
６３
７９
６３

５９
５２
５１
５７
７２
２０１

１２４
１１６
１１２
１２２
１０８
１１０

９１
８５
７７
１０４
１２６
２３２

１８７
１５９
１４５
１４５
１６１
１１３

１２８
９７
１０２
１３４
１４８
２１４

２０９
２３７
２２０
２２９
２３５
２１１

２１６
１８５
１７０
１８０
２０５
２７９

２１９
２２６
２８２
２６４
２４４
２４２

２０８
１７４
１５８
１７０
１９８
２３９

１１２
９７
１０８
１１０
１８２
１８２

１９６

１２４
１１９
１５６
１８７
２３９
２１０

２４８

１７８
１４１
１７５
２１７
２４７
２３７

２５０

２０５
１８２
２０２
２３９
２７１
３２４

２９１

２１５
１９５
１９７
２３４
２７９
３２６

３０５

平均 １００．３ １５７．３ １８３．１ ２７０．６ ２８６．９ ９３．３ １４１．３ １６３．９ ２２７．７ ２４７．４
（注） �「Lloyd's Shipping Economist」による。�タンカー運賃はワールドスケールレート。�タンカー運賃指数の５区分につい

ては、以下のとおり（～２００３）◯イVLCC�１５万トン以上 ◯ロ中型�７万～１５万トン ◯ハ小型�３万～７万トン ◯ニH�D＝ハンディ�ダ
ーティ�３万５０００トン未満 ◯ホH�C＝ハンディ�クリーン�全船型。（２００４～）◯イVLCC�２０万トン以上 ◯ロSuez�１２～２０万トン
◯ハAfra�７～１２万トン ◯ニHandy�２．５～７万トン ◯ホClean�全船型

７．貨物船定期用船料指数

月次
２００５ ２００６ ２００７ ２００８

総合指数 BDI 総合指数 BDI 総合指数 BDI １．２万～
２万

２万～
３．５万

３．５万～
５万

５万～
８．５万 ８．５万～ 総合指数 BDI

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

６７７
７１５
５６５
６２４
５５２
４１２

３４２
２８５
３５２
３９１
３７６
３３２

４，４７１
４，５１１
４，６８５
４，８１０
３，７３７
２，５８６

２，３０７
２，１６９
２，９４９
２，９４９
２，９９１
２，６２４

２９４
２９２
３２１
３２５
３０４
３５９

４２１
４７５
５１８
５２２
４９３
５９４

２，２６３
２，３２８
２，４９３
２，４９５
２，４９５
２，７３９

３，１９１
３，６７２
４，２０７
４，０５３
４，１２１
４，３１８

６３２
５７７
６４４
７０７
７１２
７５９

８７５
９２０

１，０７８
１，０４４
１，２８０
１，２５１

４，７６２
４，３６６
５，１７２
５，７８２
６，５２１
５，６７２

６，６０１
７，２８９
８，６１９
１０，９４４
１０，６４７
９，８４８

０
０

１，４７０
０

１，８７５
０

９２９

９６０
７７２
８５１
９５９

１，０８３
９４１

９３９

９６２
８２８

１，０３２
９８７

１，２４２
１，２１７

９９７

１，１３４
１，１５８
１，３８９
１，２９６
１，６４６
１，４７８

１，３８８

１，１３４
１，１００
１，３４３
１，３０５
１，８９６
１，８２３

１，３４６

１，０１８
９０８

１，２２１
１，０８０
１，５４４
１，２５０

１，０３６

５，７８０
７，１８７
７，６１９
８，５５０
１１，７７１
９，４２８

８，７３７
７，５４３

出所：「Lloyd's Shipping Economist」
（注） �船型区分は重量トンによる。 �用船料指数は１９８５年＝１００。 �BDI（Baltic Dry Index）は月央値。
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 1000

800

600

400

200

0

1000

800

600

400

200

0

万D/W 万D/W
 

係船船腹

８．係船船腹量の推移

月次
２００６ ２００７ ２００８

貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー
隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１４６
１４６
１４６
１４７
１４４
１５０

１４９
１５２
１５１
１５２
１５０
１５１

７０８
６９２
６７１
６８５
６８３
６８９

６９４
６５０
６４７
６４９
６２３
６２３

７５５
７５０
７４２
７６４
７９４
７９６

８１７
６８０
６７８
６８２
６８９
６４０

３４
３３
３２
３２
３２
３４

３２
３２
３２
３２
３４
３４

１２８
１３０
１２８
１２８
１２８
２０３

１０２
１０２
１０２
１０２
１３５
１３５

１７１
１７２
１７０
１７０
１７０
２２７

１５１
１５１
１５１
１５１
２０５
２０５

１５１
１５２
１５８
１５４
１５１
１５１

１４９
１４６
１５３
１７７
１８８
１８７

６２３
６４２
６７７
６４４
６１０
６０６

６０３
５９３
６５０
７７１
８０１
８７１

６４０
６４２
６７２
６２５
６０２
６００

５９５
５８１
６６５
８１２
７８２
７４５

３４
３４
３４
３４
３４
３５

３５
３３
３３
３８
３７
３６

１３５
１３５
１２５
１２６
１２６
１２８

１２８
１０４
１０４
１１４
１１０
１０９

２０５
１８９
１８９
１９０
１９０
１９１

１９１
１５０
１５０
１６５
１６０
１５８

１８３
１７９
１７６
１７３
１７２
１６７

１６３
１５９

８７３
７４９
７１０
７１４
６６８
６１４

５９５
５８４

７０９
６８０
６９９
６９７
６８７
６４４

６１５
６１１

３６
３５
３３
３３
３５
３８

３８
３７

１０９
１０８
１０４
１０４
１０５
１０３

１０３
１０１

１５８
１５７
１５０
１５０
１５３
１４８

１４８
１４６

（注） インフォーマ発行のロイズ�インアクティブベッセルズによる。
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「海フェスタ」
日本船主協会副会長 上野トランステック株式会社代表取締役会長兼CEO（日本内航海運組合総連合会会長）�上野 孝

■海運ニュース 2
内外情報 2
１．今後の内航船員確保策の一つとして期待
―海上運送法の一部改正による内航海運業の船員確保策について―

２．ソマリア、アデン湾において海賊事件急増
―２００８年上半期の海賊事件発生状況―

■各種調査・報告書欄 11
EUの統合海事政策アプローチのためのガイドライン
―統合的海事のガバナンスと利害関係者協議の場合のベストプラクティスに向けて―

海洋政策研究財団 主任研究員�今井義久

■各種調査・報告書欄 18
海運をめぐる世界の動き～EU・米国・アジア
― ICS・ISF ANNUAL REVIEW 2008“The Year in Review”より（仮訳）―

■船の紹介 22
大光丸�大光船舶株式会社

海運日誌（�月） 25
船協だより 26

海運統計 27
編集雑感 表紙�

囲み記事
�トン数標準税制に関する説明会を開催 26

残暑厳しい中でこの原稿を書いているのだが、
蒸し暑さを和らげるためにも、この雑感が読まれ
るであろう９月末の頃を思い浮かべてみたい。そ
の頃は本格的な秋の気候へ変わり始め、朝夕の冷
え込みが徐々に厳しくなっていることだろう。そ
んな冷気に触れて身震いすると、同じように身震
いするほどのある緊張感が思い出される。
私は学生時代、陸上競技部に所属しており長距

離を専門種目としていた。大学で長距離と言えば
多くの人が箱根駅伝を思い浮かべるだろう。箱根
駅伝は関東の学生陸上競技の長距離競技における
最大のイベントであるにとどまらず、正月の風物
詩の一つとも言えるほどに注目を集めるものとな
っている。私は箱根駅伝には出場できなかったが、
その予選会には母校のチームの一員として出場し
ていた。
箱根駅伝予選会は、毎年１０月下旬に立川－昭和

記念公園で開催され、前年の箱根駅伝で１０位以内
に入り翌年の出場権を獲得した大学を除いた、箱
根駅伝への出場を目指す大学が参加する。箱根駅
伝への注目度の高まりとともに、その出場権を争
う予選会のレベルも上昇し、厳しさを増している。
その中で、在学中に母校の予選会での歴代最高順
位を記録することができたのだが、その順位は２６
位。当時で６位、現在は９位までの箱根駅伝本大
会への出場権獲得は望むべくもなかったことは予
めことわっておく。
前置きが長くなってしまったが、冒頭の冷気に

身震いする頃は、箱根駅伝予選会まで１ヶ月を切
って練習は最終調整に入り、残る日々の少なさに
緊張が高まり始める頃でもある。我が母校のよう
な弱小チームでも、予選会はその順位で関東の中
での位置がわかる、いわば関東大会として年間で
最も重視しており、他の大会にはない緊張感を持
って臨んでいた。
下級生の時は先輩の真剣な面持ちに自らの果た

さなければならない責任を実感し、上級生になれ
ば、押し潰されそうな重圧のなかにも後輩を励ま
し叱咤する側に回る。またどの立場にあっても、
１年間を費やした練習の成果としての順位が、予
選会のレースを走る僅か１時間あまりの間に全て
決まってしまう事の恐ろしさは変わらなかった。
その心情を言葉にするのは難しいが、涙が出そう
なほどの切迫感、いても立ってもいられないよう
な焦燥感、それでいて何か沸き立つような高揚感
などが入り交じった感じとでも言えばよいだろう
か。そんな何とも言えない心持ちのなかで予選会
の日が近づいていくのである。
その舞台から遠ざかって今年で８年になるが、

これまでも毎年のように中秋の冷気から往時の緊
張感を思い出してきた。今年も身震いとともにそ
れを思い出し、秋深まる頃には昭和記念公園へ後
輩達の応援に行くことになるのだろう。

飯野海運株式会社 総務グループ
広報・IR室 伊藤 夏彦

編集委員名簿
第一中央汽船 総務グループ次長 裏 啓史
飯 野 海 運 総務グループ 広報�IR 室 伊藤 夏彦
川崎近海汽船 総務部課長代理 酒矢 雅久
川 崎 汽 船 IR�広報グループ

情報広報チーム長 高山 敦
日 本 郵 船 調査グループ

グループ長代理兼調査チーム長 宮本 佳亮
商 船 三 井 広報室マネージャー 鹿野 謙二
三 光 汽 船 社長室専任室長 近 寿雄
三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹
新 和 海 運 総務グループ

総務�法規保険チームリーダー 吉川 誠
日本船主協会 常務理事兼総務部長 井上 晃

常務理事兼海務部長 半田 收
常務理事兼企画部長 園田 裕一
企画部政策担当部長 清野 鉄弥
海務部労政担当リーダー 吉田秀一郎

編 集 後 記
「せんきょう」購読者の皆様は、DVD「日本の海
運」をすでにご覧になれたことと思います。（→まだ
の方は大至急ご連絡下さいませ。）去年（平成１９年）
３月にできあがり、いろいろな場で広報、配布につ
とめた結果、最初に用意した１万本があっという間
になくなり、現在まで増刷に増刷をかさねるほどの
大人気ぶり。すでに８万本突破とのこと。
先日も、こんなことがありました。
某新聞に外航海運についての紹介記事が掲載され

るというので、そこに“DVDプレゼント”を載せて
もらったところ大盛況。翌日から大量のメールと葉
書で山がモリモリ出来上がってしまいました。海運
（船）関係に感心をもたれた方がこんなにもいらし
たのかと、ちょっとびっくりしました。（無料プレゼ
ントというのがミソだったのかも…）
ところで、海運ニュースでもちょっとふれており

ますが、現在、内航、外航ともに優秀な船員（海技
士）の確保・育成が急務となっております。このDVD
がきっかけをつくり少しでも役にたつように！と願
いつつ、送付宛名書きのお手伝いに精を出す日々が
続いております。 （YH）
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